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福岡市障がい者プラン作成の
ための意見交換

日時：2010/11/18
場所：ふくふくプラザ501会議室

障害者より良い暮らしネット

ケアホーム編

2010年9月作成資料のリメイク
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ＣＨ開設を可能にする7つの提案
⇒Ｐ15

1.看護師の加算

2.初期開設費用の無利子・無期限での市からの貸付

3.返済は財政的経営の安定の見通しが立ってから

4.ファンドを創設。市は広報・信用保証・出資者への
仲介等の支援

5.月額制または報酬単価の引き上げ

6.ヘルパーを弾力的に運用

7.必要度に応じたヘルパーの配置
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① 管理者：１以上

② サービス管理責任者：１以上

③ 世話人：常勤換算方法で最低６人に一人以上

④ 生活支援員：

障がい程度区分３の利用者を９で除した数

〃 区分４の利用者を６で除した数

〃 区分５の利用者を４で除した数

〃 区分６の利用者を2.5で除した数

ただし職種は兼務できる

の合計数以上(常勤換算）

国の基準の確認
◆ 従業員の人数等

① 世話人：利用者の数を６で除した数以上（常勤換算）
例）利用者が6人の場合で，その事業所において常勤者の勤務時間が週４０時間のとき，パート等の勤務時間とあわせて４０
時間は必要

② 生活支援員
前頁④のとおり
例）区分4・5・6が各２人ずつで６人の場合

常勤４０時間のとき

区分4 ⇒ 40時間×（2÷6）人 ＝13時間

区分5 ⇒ 40時間×（2÷４）人 ＝20時間

区分6 ⇒ 40時間×（2÷2.5）人＝32時間

延べ合計65時間/週 （1日平均9.2時間）以上確保する必要がある。

③ ①②ともに管理者・サービス管理責任者と兼務することができる （1人で管理者とサビ管・世話人の兼務の例あり）

◆ 人員に関する基準
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前提条件

運営シミュレーション

入居者） 障がい程度区分4×2人

障がい程度区分5×2人

障がい程度区分6×2人
世話人の数 ： 24時間の間必ず一人配置

看護師配置 ※看護師配置でも加算はなし

※医療連携体制加算とは医師の処方（指示）により訪問看護をしたときのみ

自立支援給付費からの報酬シミュレーション
A：全員が1泊2日で月4回帰省する場合

①基本（個人単位で居宅介護を利用しないとき）
②個人単位で居宅介護を利用する場合

B：全員が2泊3日で月4回帰省する場合

①基本（個人単位で居宅介護を利用しないとき）
②個人単位で居宅介護を利用する場合
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907,383合計（月額）180

29,37210.49 350（夜間在所なし,外泊初日）8

320,74210.49 0238350（夜間在所，外泊戻り日含）5226

25,51110.49 304（夜間在所なし,外泊初日）8

295,65010.49 0238304（夜間在所，外泊戻り日含）5225

22,82610.49 272（夜間在所なし,外泊初日）8

213,28210.49 0119272（夜間在所，外泊戻り日含）5224

報酬（円）福岡市地域率医療連携体
制加算夜間支援体制加算単位/日利用日数／月人

数
区
分

1,186,836合計(月額）180

47,07910.49 561（夜間在所なし,外泊初日）8

435,83810.49 0238561（夜間在所，外泊戻り日含）5226

37,26010.49 444（夜間在所なし,外泊初日）8

372,01710.49 0238444（夜間在所，外泊戻り日含）5225

30,63010.49 365（夜間在所なし,外泊初日）8

264,01210.49 0119365（夜間在所，外泊戻り日含）5224

報酬（円）福岡市地域率医療連携体
制加算

夜間支援体
制加算基本単位/日利用日数／月人数区分

A : 全員が１泊２日で月４回帰省する場合

①基本（個人単位で居宅介護を利用しないとき）

②個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例
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B : 全員が2泊3日で月４回帰省する場合

779,740合計（月額）156

29,37210.49 350（外泊初日，夜間在所なし）8

010.49 （外泊2日目，夜間在所なし）(8)

271,39710.49 0238350（夜間在所，外泊戻り日含）4426

25,51110.49 304（外泊初日，夜間在所なし）8

010.49 （外泊2日目，夜間在所なし）(8)

250,16510.49 0238304（夜間在所，外泊戻り日含）4425

22,82610.49 272（外泊初日，夜間在所なし）8

010.49 （外泊2日目，夜間在所なし）(8)

180,46910.49 0119272（夜間在所，外泊戻り日含）4424

報酬（円）福岡市地域率医療連携体制加算夜間支援体制加算単位/日利用日数／月人数区分

②個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例

1,021,933合計(月額）156

47,07910.49 561（外泊初日，夜間在所なし）8

010.49 （外泊2日目，夜間在所なし）(8)

368,78610.49 0238561（夜間在所，外泊戻り日含）4426

37,26010.49 444（外泊初日，夜間在所なし）8

010.49 （外泊2日目，夜間在所なし）(8)

314,78310.49 0238444（夜間在所，外泊戻り日含）4425

30,63010.49 365（外泊初日，夜間在所なし）8

010.49 （外泊2日目，夜間在所なし）(8)

223,39510.49 0119365（夜間在所，外泊戻り日含）4424

報酬（円）福岡市地域率医療連携体制加算夜間支援体制加算
基本単位/
日

利用日数／月人数区分

①基本（個人他印で居宅介護を利用しないとき）

概算



7

必要な人員配置

15：00～10：00
迎え・食事・入浴

6：00
起床

9：30
送り出し

23：00
全員就寝

ホ
ー
ム
の
平
日
タ
イ
ム

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

職

員

配

置

15：006：00 8時間勤務

23：0014：00 8時間勤務

①

②

③
22：00翌朝7：00 8時間宿直勤務

④ 3時間 週1回 全スタッフ揃ってミーティング

1日24時間 1週間177時間 1ヶ月（4.35週として）770時間必要

国の基準は満たすことが出来る
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職員の人件費比較
正職年収 法定福利費

パートの時間
数

（月間）

パート報酬
（年間・円）

年間
人件費

月間人件費

12,000,000 3,600,000 0 0 15,600,000 1,300,000

6,000,000 1,800,000 408.9 4,661,460 12,461,460 1,038,455

3,000,000 900,000 513 5,848,200 9,748,200 812,350

正職4のとき
（看護師含む）

正職1・看護師1のとき

正職1のとき

職員体制 3交代制の4人配置
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給付費と人件費の比較

-312-286-260-234-208-182-156-130-104-78-52-26差し引き累計

-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26-26収支

104104104104104104104104104104104104人件費支出

787878787878787878787878自立支援費給付費Ｂ②特例収入

12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月

【単位：万円】正職１＋看護師１＋パート

-48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4差し引き累計

-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4収支

828282828282828282828282人件費支出

787878787878787878787878自立支援費給付費Ｂ②特例収入

12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月1月

【単位：万円】正職１＋パート
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実際に賃貸物件はあるのか

• 車椅子使用者を含む6人のCHは最低130㎡と駐
車場は必要

• 貸主がエレベーター設置・車椅子仕様の室内に
改装を許可するか

• 貸主許可が下りたとしてエレベーター設置・改装
工事にかかる費用が800万円とした場合、補助金
の残り1/4の200万円、および800万円を超過した
とき800万円を越えた部分はだれが負担するの
か？

• 借りられたとして、敷金・礼金等約3ヶ月分は誰が
負担するのか？

12

物件を調べてみると
• 田島1丁目久保邸 5DK以上 139.11m2
• 地下鉄七隈線「別府」駅から徒歩10分

• 5SLDK(139平方ﾒｰﾄﾙ)!1階広縁・2階に納戸あり! 9.5万円（0円） 城南区 地下鉄七隈

線別府駅 徒歩10分昭和55年3月

バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場…主要設備

1982年07月築年月日

一戸建／木造建物種別／構造

７ＳＬＤＫ／184.3m2間取り／専有面積

無料駐車場

2ヶ月
1ヶ月
－

礼金
敷金・保証金償却金

90,000円家賃

福岡地下鉄七隈線 金山駅 徒歩13分交通

福岡県福岡市城南区友丘５丁目１８－９所在地

友丘５丁目戸建建物名称

実際は細い路地を入った場所にあり、送迎バスが通れない

立派な石垣の上の住宅で立派な石垣でできた階段の上の住宅

エレベーター設置等は不可能
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あるCHの運営状況（収支実績）
家 賃 20,000円

食 費 30,000円

水光共益 12,000円

合計 62,000円

-180,624-25,79065,624-15,791-250,20417,942-138,075累 計

-154,834-91,41481,415234,413-268,146156,017-138,075収支差額

1,537,6341,420,0941,419,9751,369,1971,649,3161,576,4431,120,295小計

153,000153,000153,0000000借入金元本返済

99,61290,94694,38094,78388,66897,841180,394借入金利息

56,605107,71973,294100,74469,054120,99975,494事業費

4,21621,8714,9153,79624,58729,40828,016事務費

1,224,2011,046,5581,094,3861,169,8741,467,0071,328,195836,391人件費

支出

1,382,8001,328,6801,501,3901,603,6101,381,1701,732,460982,220小計

01,1400100,000022,5000寄付金収入

02,300000100,00046,500雑収入

6,0004,6006,5007,6004,20000ショートステイ利用料

60,00060,00060,00060,00072,00072,00065,786水道光熱費

76,10070,80086,40084,30077,10097,40077,200食費

100,000100,000100,000100,000120,000120,000107,714家賃

0150002,12000〃 （ショートステイ）

25,68625,68618,54619,15519,71626,29526,295利用者負担（CH)

36,91033,21070,560106,86035,2600給付費（ショートステイ）

1,078,1041,030,7941,159,3841,125,6951,050,7741,294,265658,725給付費（CH）

収入

2009/92009/82009/72009/62009/52009/42009/3費 目
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借入金が無ければ

1,025,000927,222774,690445,895116,699296,17742,319累 計

97,778152,532328,795329,196-179,478253,85842,319収支差額

1,285,0221,176,1481,172,5951,274,4141,560,6481,478,602939,901小計

0000000借入金元本返済

0000000借入金利息

56,605107,71973,294100,74469,054120,99975,494事業費

4,21621,8714,9153,79624,58729,40828,016事務費

1,224,2011,046,5581,094,3861,169,8741,467,0071,328,195836,391人件費

支出

1,382,8001,328,6801,501,3901,603,6101,381,1701,732,460982,220小計

01,1400100,000022,5000寄付金収入

02,300000100,00046,500雑収入

6,0004,6006,5007,6004,20000ショートステイ利用料

60,00060,00060,00060,00072,00072,00065,786水道光熱費

76,10070,80086,40084,30077,10097,40077,200食費

100,000100,000100,000100,000120,000120,000107,714家賃

0150002,12000〃 （ショートステイ）

25,68625,68618,54619,15519,71626,29526,295利用者負担（CH)

36,91033,21070,560106,86035,2600給付費（ショートステイ）

1,078,1041,030,7941,159,3841,125,6951,050,7741,294,265658,725給付費（CH）

収入

2009/92009/82009/72009/62009/52009/42009/3費 目
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ＣＨ設立に踏み切れない理由

• ほとんどが毎日服用（抗てんかん薬・水頭症治療薬
など）の必要があり、服用やメンタルチェック程度の
医療ケアをどのように保障するのか

• ＣＨでヘルパーを使うと、帰省したときに親宅でヘル
パーを使えない（親は高齢で介護はできない）

• 日額制なので2泊3日の帰省、年末年始帰省、急な
入院、退去者などがあればたちまちに人件費の大幅
な赤字がでる

• エレベーター設置や改修費、敷金等の初期費用が
相当かかると想像されるが、誰がそれを負担するの
か。
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これが可能になればＣＨが開始できる
• 利用者のうち一人でも継続的な服薬等あれば看護師の加算

• 初期開設費用の無利子・無期限での市からの貸付
• 返済はホームの経営状態が安定し、財政的経営の安定の
見通しがたった後から開始する

• 又はファンドを創設。市は広報・信用保証・出資者への仲
介等の支援

• 日額制でなく月額制に。そうでなければ、職員を配置すること
すら不可能。日額制のままであれば事業運営可能な報酬単
価に引き上げ（それでも月ごとに大きく変動する収入では非常
に不安定な経営になる）

• ヘルパーを弾力的に運用し、ＣＨと帰省先でのヘルパーの利
用を可能としてほしい

• またＣＨ内では必要度に応じたヘルパーの配置（1ヘル
パー：2利用者など）が可能になれば、ムダを排除できる


